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大阪市グリーンコーディネーター制度実施要綱 

 

（目的） 

第 1 条 この要綱は、大阪市みどりのまちづくり条例第 21 条から第 23 条の規定に基づ

き、自主的かつ継続的にみどりのまちづくりを推進するために必要となる人材を育成す

ることのほか、本市、市民及び事業者の相互の連携及び協働による「みどりのまちづくり

推進体制」の構築及び活動を支援するために必要となる事項を定めることを目的とする。 

 

（定義） 

第 2 条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) グリーンコーディネーター 花と緑について専門的な知識を有し、地域における 

様々な緑化活動等の中心的な役割を担う人材で、市長が認証するもの 

(2) 育成講習会 グリーンコーディネーターの認証に必要となる知識の習得のため、認証

希望者を対象として本市が実施するもの 

 

（人材育成） 

第 3 条 本市は、緑化普及啓発を行う人材育成のために育成講習会を実施し、グリーンコ

ーディネーター候補者を育成するものとする。 

2 育成講習会の取り扱いについては、別途定めるものとする。 

 

（活動内容等） 

第 4 条 グリーンコーディネーターは、緑化普及啓発に関する技術指導及び相談対応等の

活動を無償で行い、本市が推進する緑化普及啓発事業のほか、地域等が行う緑化普及啓発

活動に積極的に参画するものとする。 

2 前項の活動範囲は、市内とする。 

 

（参画施策等） 

第 5 条 グリーンコーディネーターが緑化普及啓発のため参画できる本市施策及び事業等

は、次の各号に定めるとおりとする。 

(1) 種から育てる地域の花づくり事業 

(2) 花と緑に関する相談 

(3) 花と緑の講習会 

(4) はならんまん等の緑化普及啓発事業 

(5) 区役所が実施する緑化普及啓発事業 

(6) 前各号に定めるもののほか、本市が推進する緑化普及啓発事業、その他事業者及び
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地域が行う緑化普及啓発に関する活動 

2 グリーンコーディネーターは、前項に定める施策及び事業等に参画するときは、グリー

ンコーディネーター登録証（様式第 1号）を携帯しなければならない。 

 

（登録） 

第 6 条 グリーンコーディネーターは、次の各号に定める条件を全て満たした者のみ登録

することができる。 

(1) 市内在住、在勤又は在学の満 18歳以上の者 

(2) 登録後 3年以上継続して、活動する意思がある者 

(3) 本市の緑化普及啓発の取り組みに理解がある者 

(4) 育成講習会を修了した者 

(5) 第 10条第 1項第 4号及び第 5号の規定により、過去に登録を取り消されていない

者 

2 グリーンコーディネーターへの登録を希望する者は、「グリーンコーディネーター登録

申出書」（様式第 2号）を提出のうえ、市長の認証を受けなければならない。 

 

（登録期間） 

第 7 条 グリーンコーディネーターの登録期間は、市長の認証を受けた日から起算して３

年を経過した以後における最初の年度末とする。 

（登録の更新） 

第 8 条 グリーンコーディネーターは、第 5 条第 1 項各号に定める活動への参加実績が継

続したものと認められる場合は、登録を更新することができる。ただし、止むを得ない事

由により活動が一時的にできない場合は、本市と協議のうえ、登録の更新可否を決定する

ものとする。 

2 グリーンコーディネーターの登録を更新する場合は、「グリーンコーディネーター登録

更新申出書」（様式第 3号）を市長に提出しなければならない。 

3 前各項に定めるもののほか、更新に必要な事項は別途定めるものとする。 

 

（登録事項の変更） 

第 9 条 グリーンコーディネーターは、登録事項に変更が生じたときは、グリーンコーデ

ィネーター登録事項変更申出書」（様式第 4号）を市長に提出するものとする。 

（登録の取り消し） 

第 10 条 市長は、グリーンコーディネーターが次の各号のいずれかに該当する場合は、そ

の登録を取り消すことができる。 

(1) 登録辞退の申出があった場合 
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(2) 登録者の所在が不明となり、連絡不能となった場合 

(3) 登録者が死亡した場合 

(4) グリーンコーディネーターの信頼性を著しく損なう行為等（グリーンコーディネ

ーター活動に関わって営利目的活動・政治活動・宗教活動等）を行った場合 

(5) その他公共の利益に反する行為を行った場合 

2 登録を辞退しようとするグリーンコーディネーターは、「グリーンコーディネーター登

録辞退申出書」（様式第 5号）を市長に提出するものとする。  

3 市長は、第 1項の規定により登録の取り消しを行った場合は、その旨をグリーンコーデ

ィネーター登録取消通知書（様式第 6号）により本人に通知するものとする。 

 

（活動の休止及び再開） 

第 11 条 グリーンコーディネーターは、止むを得ない事由により活動を一時的に休止す

るときは、「グリーンコーディネーター活動休止申出書」（様式第 7号）を市長に提出する

ものとする。 

2 前項の規程により活動を休止しているグリーンコーディネーターが、活動を再開すると

きは、「グリーンコーディネーター活動再開申出書」（様式第 8号）を市長に提出するもの

とする。 

 

（費用の負担等） 

第 12 条 グリーンコーディネーターが本市施策及び事業等に参画した場合は、報奨金等

の支給はしない。 

  ただし、その他事業者等から支給される費用弁償相当分を受け取ることは妨げない。 

2 市長は、グリーンコーディネーターに対し、その活動時に負傷した場合等の補償を行う

ため、市民活動保険への登録を行う。 

 

（推進機関） 

第 13 条 本市建設局及び各区役所は、グリーンコーディネーターの活動の推進を図るため

相互に連携し、効果的で実践的な活動ができるための支援を行うものとする。 

２ 本市建設局及び区役所の役割は、別途定めるものとする。 

 

（その他） 

第 14 条 本要綱に定めるもののほか、グリーンコーディネーターの育成等に関し必要な

事項は別途定めるものとする。 

 

附則 

（施行期日） 
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１ この要綱は、平成 30年 4月 1日より施行する。 

 

（経過措置） 

２ 平成 30 年 3 月 31 日以前にグリーンコーディネーターに登録された者の登録期間につ

いては、平成 30年 4月 1日から令和 3年 3月 31日とする。 

 

（施行期日） 

３ この要綱は、令和 3年 3月 9日より施行する。 



 

 

＜参 考＞ 別に定めるもの 

 

１ 役割分担 

〔建設局の役割〕  

(1) グリーンコーディネーターを育成する 

(2) グリーンコーディネーターの登録・更新・取り消し等の手続きを行う 

(3) グリーンコーディネーターが活動できる場の創出に努める 

(4) グリーンコーディネーター及び区役所と意見交換会議を行う 

(5) グリーンコーディネーターに対し、必要に応じて技術支援を行う 

(6) グリーンコーディネーターの登録情報を区役所へ提供する 

(7) グリーンコーディネーターの活動状況の把握する 

(8) グリーンコーディネーター等のネットワークの構築及び支援を行う 

 

〔区役所の役割〕 

(1) グリーンコーディネーターが活動できる場の創出に努める 

(2) グリーンコーディネーター及び建設局と意見交換会議を行う 

(3) グリーンコーディネーターの活動状況を把握し、建設局へ報告する 

 

建設局 区役所 

・ＧＣの育成 

・登録・更新・取消の手続き 

・ＧＣ活動の場の創出 

・意見交換会議（ＧＣ・区役所） 

・技術支援 

・区へ登録情報を提供 

・活動状況の把握 

・ネットワークの構築及び支援 

・ＧＣ活動の場の創出 

・意見交換会議（ＧＣ・建設局） 

・活動状況報告（建設局へ） 

 

２ 育成講習会 

① 受講資格及び審査 

 ・市内在住、在勤又は在学で、登録後３年以上継続して、活動する意思のある者。 

 ・本市の緑化普及啓発の取り組みに理解がある者。 

 ・過去に登録を取り消されていない者。 

（信頼性を著しく損なう行為等・その他公共の利益に反する行為） 

② 期  間 

約 9カ月間程度 

③ 回  数 

全 30回（週 1回）程度 

④ カリキュラム 

 入門編・基礎編・実践編・活動編  

⑤ 講  師 

 市職員・外部講師 

⑥ 会  場 

 花と緑と自然の情報センター セミナー室等 

⑦ 募集方法 

 一般公募 



様式第１号（第 5条関係） 

 
グリーンコーディネーター登録証 

 
     （表面） 

グリーンコーディネーター登録証 

 

氏  名 

上記の者は、大阪市グリーンコーディネーター制度実施要綱第 6 条第 1

項に基づくグリーンコーディネーターとして登録されているものである

ことを証明する。 

登録番号   第       号 

       年 月 日  大阪市長    ㊞ 

 
     （裏面） 

登録年月日    年  月  日 

有 効 期 限     年  月  日 

 

（大阪市グリーンコーディネーター制度実施要綱抜粋） 

（定義） 

第 2 条  

(1) グリーンコーディネーター 花と緑について専門的な知識を有し、地

域における様々な緑化活動等の中心的な役割を担う人材で、市長が認証

するもの 

 

＜備考＞ 

    用紙の寸法は縦 5.5 センチメートル、横 8.5 センチメートルとする。 

 

 

  



様式第 2号（第 6条関係） 

グリーンコーディネーター登録申出書 
 

  年  月  日 
 
 大 阪 市 長 様 
 

住  所 
氏  名             
電話番号 

 
 
 大阪市グリーンコーディネーター制度実施要綱第 6 条第 2 項に基づき、登録

について、次のとおり申し出ます。 
 

氏   名   
生年月日    

年  月  日生（  歳） 

住 所 及 び 
勤 務 先 等 

〒      

※市内在勤・在学の方は、会社名又は学校名と所在地を記入してください。 

会社名等〔          〕・所在地〔    区           〕 

電 話 番 号 （     ）    － 

  

  
 

※記入しないでください。  

登 録 番 号  第          号 

登録年月日    年  月  日 

有 効 期 限    年  月  日 

 

 



様式第 3号（第 8条関係） 

グリーンコーディネーター登録更新申出書 
 

  年  月  日 
 
 大 阪 市 長 様 
 

住  所 
氏  名             
電話番号 

 
 
 大阪市グリーンコーディネーター制度実施要綱第 8 条第 2 項に基づき、登録

の更新について、次のとおり申し出ます。 
 

氏   名   

住 所 及 び 
勤 務 先 等 

〒      

※市内在勤・在学の方は、会社名又は学校名と所在地を記入してください。 

会社名等〔          〕・所在地〔    区           〕 

電 話 番 号 （     ）    － 

登 録 番 号  第          号 

登録年月日   年  月  日 

有 効 期 限   年  月  日 

活 動 実 績 

〔主な活動内容を記載してください。〕 

参画施策等の名称 参加回数  

 回（年間） 

 回（年間） 

 



様式第 4号（第 9条関係） 

グリーンコーディネーター登録事項変更申出書 
 

  年  月  日 
 
 大 阪 市 長 様 
 

住  所 
氏  名             
電話番号 

 
 大阪市グリーンコーディネーター制度実施要綱第 9 条に基づき、登録事項の

変更について、次のとおり申し出ます。 
 

氏   名   

住 所 及 び 
勤 務 先 等 

〒      

※市内在勤・在学の方は、会社名又は学校名と所在地を記入してください。 

会社名等〔          〕・所在地〔    区           〕 

電 話 番 号 （     ）    － 

登 録 番 号  第          号 

登録年月日   年  月  日 

有 効 期 限   年  月  日 

変 更 事 項 〔変更前〕 〔変更後〕 

事 
 
項 

氏 名   

住 所   

電 話 

番 号 
  

変 更 理 由  

 



様式第 5号（第 10条関係） 

グリーンコーディネーター登録辞退申出書 
 

  年  月  日 
 
 大 阪 市 長 様 
 

住  所 
氏  名             
電話番号 

 
 
 大阪市グリーンコーディネーター制度実施要綱第 10 条第 2 項に基づき、登録

の辞退について、次のとおり申し出ます。 
 

氏   名   

住 所 及 び 
勤 務 先 等 

〒      

※市内在勤・在学の方は、会社名又は学校名と所在地を記入してください。 

会社名等〔          〕・所在地〔    区           〕 

電 話 番 号 （     ）    － 

登 録 番 号  第          号 

登録年月日   年  月  日 

有 効 期 限   年  月  日 

辞退事由 

〔その理由を記載してください。〕 



様式第 6号（第 10条関係） 

  年  月  日 
 
          様 
 

大阪市長 
 
 

 
グリーンコーディネーター登録取消通知書 

 
 
 
 次の理由により、あなたのグリーンコーディネーターにかかる登録を取り消

しましたので、大阪市グリーンコーディネーター制度実施要綱第 10 条第 3 項に

より通知します。 
 
 

記 
 
 
 理由： 
  



様式第 7号（第 11条関係） 

グリーンコーディネーター活動休止申出書 
 

  年  月  日 
 
 大 阪 市 長 様 
 

住  所 
氏  名             
電話番号 

 
 
 大阪市グリーンコーディネーター制度実施要綱第 11 条第 1 項に基づき、活動

の休止について、次のとおり申し出ます。 
 

氏   名   

住 所 及 び 
勤 務 先 等 

〒      

※市内在勤・在学の方は、会社名又は学校名と所在地を記入してください。 

会社名等〔          〕・所在地〔    区           〕 

電 話 番 号 （     ）    － 

登 録 番 号  第          号 

登録年月日   年  月  日 

有 効 期 限   年  月  日 

休止理由 

〔その理由を記載してください。〕 

 

※ 活動休止申出書は、休止期間が 1年以上見込まれる場合に提出が必要とな

ります。  



様式第 8号（第 11条関係） 

グリーンコーディネーター活動再開申出書 
 

  年  月  日 
 
 大 阪 市 長 様 
 

住  所 
氏  名             
電話番号 

 
 
 大阪市グリーンコーディネーター制度実施要綱第 11 条第 2 項に基づき、活動

の再開について、次のとおり申し出ます。 
 

氏   名   

住 所 及 び 
勤 務 先 等 

〒      

※市内在勤・在学の方は、会社名又は学校名と所在地を記入してください。 

会社名等〔          〕・所在地〔    区           〕 

電 話 番 号 （     ）    － 

登 録 番 号  第          号 

登録年月日   年  月  日 

有 効 期 限   年  月  日 

活動再開日   年  月  日 

再開理由 

〔その理由を記載してください。〕 

 


